
第
　
　
　    

章
・
東
京
消
防
庁
の
組
織
と
活
動

2

White Paper on TOKYO Fire Service 2018 235

 chapter  3
消防団の組織と活動

第　3　章

● 第１節　組織 ～地域を守る消防団～
● 第２節　活動 ～地域防災力の要～



第1節　
　　　　組 織
～地域を守る消防団～
　第 1節では、特別区（23 区）、多摩・島しょ
地域の消防団の体制や特別区消防団の活
動内容、主な行事及び特別区学生消防団
活動認証制度などの消防団の充実強化を
図る制度について説明を
しています。

第2節　
　　　　活 動　　　　
～地域防災力の要～
　第 2 節では、特別区消防団の災害出場
件数や警戒活動の件数、実際の火災の活
動事例や警戒活動の状況について説明をし
ています。

　消防団は、地域に密着した消防機関であり、災害活動だけではなく、地域の防火
防災訓練や応急救護指導、祭礼や催物の警戒など地域防災力の要として重要な役割
を果たしています。
　第3章では、特別区消防団の組織、活動内容及び多摩・島しょ地域の消防団の体
制について説明をしています。

237ページ
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消防団の組織と活動
第3章　

ダイジェスト
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第1節　組織

消防団は消防署と連携し、消火活動や
人命救助活動などのほか、地域防災力の
要として地域住民に対し、防火防災指導や
応急救護指導を行っています。

消防団員はそれぞれの職業に就きなが
ら、必要の都度召集される特別職の非常
勤公務員で、自営業や会社員、さらには
学生や主婦など、男性のほか女性も多く活
躍しています。

東京の消防団は都知事が管理する特別
区と各市町村長が管理する多摩・島しょ
地域にそれぞれ設置されています。（図表
3-1-1）

装備や服装・処遇など特別区と各市町村
で異なるものもありますが、災害活動や防
火防災指導など基本的な活動は変わりませ
ん。

1　消防団の概要

消防団 団員（定数）

特別区 58団 16,000人

多摩地域 30団 8,834人

島しょ地域 10団 1,554人

合　　　計 98団 26,388人

○消防団は、消防組織法に基づき設置された消防機関で、各市町村に設置されてい
ます。
○消防団員は地域住民等により構成され、地域に密着した活動を行っています。

■ 図表3-1-1　消防団の現況

第3章 消防団の組織と活動

～地域を守る消防団～
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■ 図表3-1-2　消防団の災害活動体制

団本部指揮担当
局面指揮担当

副団長（局面指揮担当）
団本部員

副団長（局面指揮担当）
団本部員

副団長（局面指揮担当）
団本部員

（                     　　）
消防団本部 分団（水災を除く）

第◯分団 消火班
情報収集班
住民指導班

団長

第◯分団

第◯分団

第◯分団

第◯分団

第◯分団

第◯分団

第◯分団

分団長

副分団長

消火班
情報収集班
住民指導班

消防隊応援班

副分団長

副団長
団本部員

2　特別区消防団の体制等

（1）　設置

特別区の消防団は、「消防組織法」及び
「特別区の消防団の設置等に関する条例」
に基づいて設置されており、各消防署と同
じ管轄区域を受け持っています。

定 数 は16,000人、 平 成30年3月31
日 現 在 の 現 員 数 は、13,642名（ 女 性
2,502名）で充足率は85.3%となってい
ます。平均年齢は50歳です。

（2）　任務

消防団は「わが街はわが手で守る」とい
う精神に基づき、災害活動はもとより、日
頃から地域の防火防災指導や応急救護指
導、祭礼や催物の警戒など地域防災力の
要として重要な役割を果たしています。

また、震災や水災に対する災害活動にも
大きな期待が寄せられ、地域住民の安全・
安心を確保するため、消防署と連携を図
り、積極的に活動しています。

（3）　活動体制

各消防団の災害活動時の体制は、全体
の運営を担う「消防団本部」と管轄区域を
いくつかの地域ごとに分けて担当している

「分団」により構成されています。
（図表3-1-2）
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第3章第1節・組織

（4）　主な行事

■ 図表3-1-3　特別区消防団の主な行事
実施月 行事内容

1月
東京消防出初式への参加
消防団始式
Tokyo消防団の日

2月 消防団員意見発表会
5月 水防訓練

5・6月 消防操法大会等
7・8月 祭礼、花火等の警戒

9月 総合防災訓練
9・10月 消防団点検

11月 震災訓練
12月 年末消防特別警戒

ア　消防団始式
消防団始式は、各消防団が年頭に実施

する新春恒例行事です。
式典では、消防団長の年頭訓示のほか、

消防団員等の活動実績に対する表彰や、
消防団活動へ協力いただいた事業所や消
防団員の家族などへの感謝状の贈呈等を
実施しています。

新年を迎え、地域の安全を祈願するとと
もに、地域住民に対して消防団活動への理
解を深め、あわせて火災予防意識の向上
を目的として実施されるものです。

イ　消防操法大会
消防操法大会は、消防操法の基準に基

づき消防団員の平素における消防活動の
諸動作の習熟度を競い、各消防団の活動
技術の向上と士気の高揚を図ることを目的
として各消防団で実施しています。

ウ　消防団点検
消防団点検は、消防団の活動について

行政区ごとに消防総監が確認するもので
す。

また、消防団点検は、地域住民等に消
防団への理解を深めていただくため、消防
団の活動を積極的に紹介しています。
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（5）　施設・装備資機材

各分団の活動が円滑に行われるよう、分
団本部施設及び装備資機材の整備を推進
しています。

ア　分団本部施設の整備
（ア）　使用目的

分団本部施設は、消防団員の活動拠点
として整備しているものです。主に、火災
や震災等の大規模災害時の参集場所、教
育訓練、各種資機材の点検、分団会議及
び各種警戒の拠点として使用しています。

（イ）　規模・構造
各種資機材等を収納できる格納庫及び

会議や訓練スペース等を併せ持った施設と
して整備しています。　　　（図表3-1-4）

■ 図表3-1-4　分団本部施設の規模・構造等

規模
延面積40㎡〜 80㎡
平屋または2階建（1階格納庫、
2階会議等スペース）

構造 鉄骨造
設備 電気・給排水設備
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第3章第1節・組織

イ　資機材の整備
（ア）　可搬ポンプ及び台車

消防活動に使用するための可搬ポンプと
これを搬送するための台車です。可搬ポン
プは、特別区内に990台を配置していま
す。

（イ）　可搬ポンプ積載車
可搬ポンプ及び各種資機材を災害現場

まで搬送するための軽自動車です。平成
29年度までに271台を配置しており、順
次整備を進めています。

（ウ）　その他の資機材
消火用ホースをはじめ、救助救急活動に

使用する資機材等を整備しています。

ア　特別区学生消防団活動認証制度
大学、大学院、専修学校及び各種学校の学生が特

別区の消防団員として消防団活動を行った功績を東
京消防庁が認証し、「特別区学生消防団活動認証状」
を交付する制度です。認証状を交付された学生は、
就職活動時に東京消防庁が証明する「特別区学生消
防団活動認証証明書」の交付を受けて、企業等に提
出することができます。

就職活動をする学生と社会に貢献してきた意識の
高い人材を求める企業の両方をつなぎます。

（6）　消防団の充実強化を図る制度
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特別区の消防団員に対して知識及び技
術の向上を図るため、幹部教育及び専科
教育の教育訓練を行っています。

幹部教育は、消防団幹部としての一般
的に必要な教育訓練を行い、管理能力や
指揮・統率力の向上など、必要な能力の
伸長を図ることを目的として実施していま
す。団長及び副団長を対象として管理監
督能力の向上を図る上級幹部研修、副団
長、分団長及び部長を対象として大規模

災害時の対応能力の向上を図る指揮幹部
科研修、班長を対象として知識、部下指
導及び指揮能力の向上を図る初級幹部科
研修があります。

専科教育は、特定の分野に関する専門
的な知識や技術の向上を図ることを目的と
して実施しています。消火活動を教育する
警防科研修、可搬ポンプ積載車の運用を
教育する機関科研修があります。

（図表3-1-5）

（7）　消防学校が実施している学校訓練

■ 図表3-1-5　教育訓練の実施状況（平成29年度）（特別区）

幹部教育 専科教育

合計
上級幹部

研修
指揮幹部科

研修
初級幹部科

研修
警防科
研修

機関科
研修

回数 1 1 1 1 3 7

団数 58 58 58 57 28 259

人数 323 58 58 57 94 590

イ　特別区の消防団協力事業所表示制度
特別区内の消防団に社員が入団しているなど、積

極的に消防団に協力している事業所等に対し東京消
防庁が認定し、「消防団協力事業所表示証」を交付
する制度です。

表示証は、地域の防災に貢献している事業所の証
しとして掲示でき、ホームページなどで広く公表する
ことができます。
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第3章第1節・組織

▲ 専科教育（機関科研修）

▲ 幹部教育（初級幹部科研修）▲ 専科教育（警防科研修）

▲ 幹部教育（指揮幹部科研修）
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▲ 専科教育（機関科研修）▲ 幹部教育（初級幹部科研修）

（2）　東京都消防訓練所が実施している教育訓練

東京都消防訓練所※は、多摩・島しょ地
域の消防団員に対して幹部教育、専科教
育及び特別教育を行っています。

幹部教育は、消防団幹部としての一般

的に必要な教育訓練を行い、管理能力や
指揮・統率力の向上など、必要な能力の
伸長を図ることを目的として実施していま
す。団長、副団長を対象として管理監督

（1）　各市町村主催による教育訓練

多摩地域の消防団については、東京都
消防訓練所及び同地域内の各消防署が、
また、島しょ地域の消防団については、東

京都消防訓練所及び同地域内の各消防本
部が教育訓練を行っており、消防団員の知
識及び技術の向上に努めています。

3　多摩・島しょ地域の消防団の体制等

多摩・島しょ地域の消防団は、北多摩地
区、南多摩地区、西多摩地区及び島しょ地
区の4つの地区に分かれ、合計40団・定
数10,388名で構成されています。

平成29年4月1日現在、団員は9,107

名（女性149名）、平均年齢は38.6歳で
す。

また、ポンプ車332台、可搬式ポンプ
459台、ポンプ搬送車131台、広報車
60台がそれぞれ配置されています。
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第3章第1節・組織

幹部教育 専科教育 特別教育

合計
上級幹部

研修
指揮幹部科

研修
初級幹部科

研修
警防科
研修

機関科
研修

救助科
研修

救急科
研修

回数 1 1 1 1 1 2 1 8

団数 36 35 38 36 36 34 34 249

人数 105 51 48 50 54 97 51 456

■ 図表3-1-6　教育訓練の実施状況（平成29年度）（多摩地区）

▲ 特別教育（救急科研修）▲ 特別教育（救助科研修）

能力の向上を図る上級幹部研修、副団長、
分団長、部長を対象として大規模災害時
の対応能力の向上を図る指揮幹部科研修、
班長を対象として知識、部下指導及び指
揮能力の向上を図る初級幹部科研修があ
ります。

専科教育は、特定の分野に関する専門
的な知識や技術を図ることを目的として実
施しています。消火活動を教育する警防科
研修、ポンプ車の運用を教育する機関科
研修があります。

特別教育は、災害現場における救急技術
や震災時等における救助技術の習得を目的
として実施しています。分団長、部長、班
長の階級にある者を対象として震災時にお
ける救助活動を行う際に必要な技術を習得
する救助科研修、部長、班長、団員の階
級にある者を対象として応急救護処置等の
習得を図る救急科研修があります。

（図表3-1-6）
※ 東京消防庁消防学校に併設されている東京

都総務局所管の組織。各市町村消防団員
の教育訓練を実施している。
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第2節　活動

（1）　出場件数

平成29年度中の特別区消防団の出場件数
は、1,646件でした。前年度と比較すると、
67件減少しています。（図表3-2-1）

（2）　警戒件数

平成29年度中の特別区消防団の警戒件数
は、16,509件でした。前年度と比較すると、
291件増加しています。（図表3-2-1）

（3）　教育訓練件数

平成29年度中の特別区消防団の教育訓練
件数は、24,693件で、日々訓練を重ね、災
害対応力の充実強化を図り、災害に備えてい
ます。

1　活動状況（統計）

○消防団は災害活動のほか、消防特別警戒や防火防災思想の啓発のための活動等を
行っています。
○前年度と比較し、出場件数は減少、警戒件数は増加しました。

■ 図表3-2-1
平成29年度中の特別区消防団の活動状況

年 平成29年度 前年度比

出場件数 1,646件 ▲67件

警戒件数 16,509件 291件

～地域防災力の要～
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第3章第2節　活動

（1）	 災害活動

2　活動事例

ア	 　平成29年1月に2階建ての住宅から出火、2棟250㎡が焼損した火災に、消防団の
ポンプ車8台、団員57名が出場しました。

イ　　平成29年3月に2階建ての住宅から出火、5棟192㎡が焼損した火災に、消防団の
ポンプ車7台、団員57名が出場しました。

第
　
　
　    

章
・
消
防
団
の
組
織
と
活
動

3

White Paper on TOKYO Fire Service 2018 247



ウ	 　平成29年6月に木造の寺院の小屋裏100㎡が焼損した火災に、消防団の団員12名
が出場しました。

エ	 　平成29年8月に木造3階建ての複
合用途等、4棟575㎡が焼損した火災
に、消防団の可搬ポンプ積載車1台、
7個分団の団員49名が出場しました。
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第3章第2節　活動

ア	 　平成29年5月に消防署が実施した特別消火中隊消防活動効果確認において、団員17
名を対象に消防署と連携した実践的な訓練を実施しました。

（2）　教育訓練
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プロ野球開催期間中に行われた球場並びに平成29年8月に行われた夏祭りにおいて、そ
れぞれ消防特別警戒を実施しました。

（３）　消防特別警戒

イ	 　平成29年6月に管轄区
域内の中学校旧校舎にお
いて、消防署、自衛隊及
び警察と連携し、資機材
を活用した壁体及び窓ガラ
スの破壊訓練を実施しまし
た。
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第3章第2節　活動

（5）　総合防災教育等

（4）　消防演習

ア	 　平成29年5月及び6月に管轄区域内の小学校において、消防団の活動を紹介すると
ともに将来の地域防災の担い手を育成するため、総合防災教育を実施しました。

平成29年3月に火災予防運動に伴い消
防署及び地元自治会等と消防演習を行い
ました。

平成29年6月に危険物安全週間に伴い
管轄区域内の危険物施設において消防署
及び事業所等と連携した消防演習を実施し
ました。
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第3章第2節　活動

イ　　各消防団は、各消防署及び各小学
校等と協力し、「はたらく消防の写生会」
に参加しています。

	 　はたらく消防の写生会は、一人でも
多くの子供たちに参加してもらい、消
防の仕事を理解し、防火防災の心を育
て、さらに多くの都民に防火防災思想
を啓発することを目的として実施して
います。

ウ　　各消防団は、防火防災訓練及び各種イベント等の機会をとらえ、応急手当の普及啓発
活動を行っています。
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